
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
三
号
ヘ
中
「
第
九
条
の
三
第
七
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
九
条

の
三
第
八
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
第
九
条
の
三
第
九
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」

に
改
め
、
同
号
リ
中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
レ
を
ツ
と
し
、
ヲ
か

ら
タ
ま
で
を
カ
か
ら
ソ
ま
で
と
し
、
同
号
ル
中
「
第
十
二
条
の
三
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
、

同
号
ル
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル　

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
事
業
場
の
外
に
お
け
る
保
管
に
係
る
届
出
の

受
理

ヲ　

第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
事
業
場
の
外
に
お
け
る
保
管

に
係
る
届
出
の
受
理

　

第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ネ　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
八
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
受
理

ナ　

規
則
第
八
条
の
三
十
八
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
受
理

　

第
六
条
第
二
項
第
八
号
ヘ
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
十
四
条
の
二
第

三
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
三
十
三
号
中
レ
を
ソ
と
し
、
ル
か
ら
タ
ま
で
を
ヲ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

ル　

第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
研
修
室
の
使
用
の
許
可

　

第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
カ
中
「
ト
、
チ
及
び
ヲ
」
を
「
ニ
、
チ
、
リ
及
び
ワ
」
に
改
め
、
同
号
中
カ
を
ヨ
と
し
、

ル
か
ら
ワ
ま
で
を
ヲ
か
ら
カ
ま
で
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
、
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
ニ
か
ら
リ
ま

で
を
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
加
え
る
。

　
　

ニ　

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

　

第
十
八
条
第
一
項
第
三
十
六
号
イ
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五

号
ハ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
ロ
中
「（
指
定
管
理
公
園
に

係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
第
一
項
第
三
十
六
号
及
び
第
三
項

第
二
号
ロ
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
都
市
住
宅
局
長
並
び
に
」
を
削
る
。
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に
改
め
、
同
表
建
設
交
通
局
長
又
は
都
市
住
宅
局
長
の
項
中
「
又
は
都
市
住
宅
局
長
」
を
削
る
。

　

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

当
分
の
間
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
権
限
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
専
門
監

（
出
納
局
の
専
門
監
を
除
く
。）、
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
又
は
地
方
機
関
の
副
所
長
若
し
く
は
部
長
が
置
か
れ
て

い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
課
長
又
は
所
長
（
地
域
事
務
所
の
副
所
長
及

び
部
長
の
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
、
地
域
事
務
所
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

前
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
又
は
所
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
第
五
条
第
一

項
の
表
課
長
の
項
、
所
長
の
項
又
は
地
域
事
務
所
長
の
項
に
掲
げ
る
者
が
全
て
事
故
あ
る
と
き
、
又
は
置
か
れ
て
い

な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
課
長
又
は
所
長
の
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
総
務
部
長
の
危
機
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号

と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
地
震
防
災
緊
急
事
業
五

箇
年
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
係
る
関
係
市
町
村
長
へ
の
意
見
聴
取
及
び
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
協
議

　

別
表
第
一
情
報
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
イ
中
「
行
政
機
関
等
及
び
認
定
認
証
事
業
者
等
か
ら
の
届
出
の
受
理
並

び
に
署
名
検
証
者
」
を
「
署
名
検
証
者
及
び
団
体
署
名
検
証
者
」
に
改
め
、
同
項
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、

ホ
を
削
り
、
ヘ
を
ハ
と
し
、
ト
か
ら
ル
ま
で
を
ニ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ヲ
を
削
り
、
同
項
ワ
中
「
署
名
検
証
者
」
の
下

に
「
及
び
団
体
署
名
検
証
者
」
を
加
え
、
同
項
ワ
を
同
項
リ
と
す
る
。

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ヌ
を
ヲ
と
し
、
リ
を
ル
と
し
、
チ
を
ヌ

と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
の
策
定
（
第
三
十
八
条
）

リ　

国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
並
び
に
認
定
及
び
そ
の
取
消
し

（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ナ
を
ム
と
し
、
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
を
レ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
カ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヨ　

国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
等
の
変
更
の
確
認
及
び
認
定
（
第
四
十
一
条
）

　
　

タ　

国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
状
況
等
の
報
告
の
徴
収
（
第
四
十
二
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
廃
棄
物
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ヲ
、
ワ
、
タ
及
び
レ
」
を
「
ワ
、

カ
、
ソ
及
び
ツ
」
に
、「
ナ
及
び
ラ
」
を
「
ム
及
び
ウ
」
に
改
め
、
同
号
中
ウ
を
ノ
と
し
、
タ
か
ら
ム
ま
で
を
ソ
か
ら

ヰ
ま
で
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
タ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

レ　

熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
及
び
そ
の
取
消
し
（
第
十
五
条
の
三
の
三
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
廃
棄
物
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
カ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
六
」
を
「
第

十
五
条
の
二
の
七
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
同
号
ヨ
と
し
、
同
号
ワ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の

六
」
に
改
め
、
同
号
中
ワ
を
カ
と
し
、
ホ
か
ら
ヲ
ま
で
を
ヘ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
及
び
そ
の
取
消
し
（
第
九
条
の
二
の
四
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ハ
か
ら
カ
ま
で
、
レ
か
ら
ツ
ま
で
及
び
ウ
」
を
「
ホ
か

ら
リ
ま
で
、
ル
、
カ
、
ヨ
及
び
ツ
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ
と

し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
（
第
九
条
の
二
の
三
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
（
第
八
条
の
二
の
二
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
リ
及
び
ヌ
を
削
り
、
ル
を
リ
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
（
第
十
五
条
の
二
の
二
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ワ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十

五
条
の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
号
中
ワ
を
ル
と
し
、
カ
を
削
り
、
同
号
ヨ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条

の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
号
中
ヨ
を
ヲ
と
し
、
ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ワ　

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
（
第
十
五
条
の
三
の
二
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
タ
を
削
り
、
レ
を
カ
と
し
、
ソ
を
ヨ
と
し
、
ツ
及
び
ネ
を

削
り
、
ナ
を
タ
と
し
、
ラ
か
ら
ヰ
ま
で
を
レ
か
ら
ネ
ま
で
と
し
、
同
表
国
保
医
療
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
イ

を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
を
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
表
新
産
業
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

六　

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
み
や
ぎ
高
度
電
子
機
械
産
業
集
積
形
成
基
本
計
画
及
び
み
や
ぎ
自

動
車
関
連
産
業
集
積
形
成
基
本
計
画
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

イ　

事
業
高
度
化
計
画
の
承
認
（
第
十
六
条
）

　
　

ロ　

事
業
高
度
化
計
画
の
変
更
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
（
第
十
七
条
）

　
　

ハ　

承
認
事
業
高
度
化
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
二
十
三
条
）
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都
市
住
宅
局
長

」

「

建
設
交
通
局
長

」

　

第
五
条
第
一
項
の
表
部
長
の
項
中

「

建
設
交
通
局
長

を



　

別
表
第
一
産
業
立
地
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

　
　

イ　

企
業
立
地
計
画
の
承
認
（
第
十
四
条
）

　
　

ロ　

企
業
立
地
計
画
の
変
更
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
（
第
十
五
条
）

　
　

ハ　

承
認
企
業
立
地
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
二
十
三
条
）

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
七
号
を
削
り
、
同
表
観
光
課
長
の
専
決
事
項
の

項
第
七
号
中
「
野
営
場
条
例
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）」
を
加
え
、
同
号
イ
を
削
り
、

同
号
ロ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
第
十
条
｣を
「
第
八
条
」
に
改

め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
長
の
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
海
外

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
長
の
専
決
事
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
一
農
林
水
産
部
長
の
農
林
水
産
経
営
支
援
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
「
農
林
水
産
部
長
」
を
削
り
、
同
表

農
林
水
産
経
営
支
援
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
（
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
就
農
支
援
資
金
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

も
の
の
貸
付
け
に
限
る
。）

　

別
表
第
一
農
業
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
中
「（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）」
を
削
り
、
同
号
ト
中
「
貸
付

け
」
の
下
に
「（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
長
の
専
決
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
農
林
水
産
部
長
の

農
産
園
芸
環
境
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
七
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
勧
告
及
び
命
令

　

別
表
第
一
河
川
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
か
ら
ワ
ま
で
を
チ
か
ら
ヲ
ま
で
と

し
、
同
号
カ
中
「
ト
ま
で
、
リ
、
ル
及
び
ヲ
」
を
「
ヘ
ま
で
、
チ
、
ヌ
及
び
ル
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
同
号
ワ
と
し
、

同
表
各
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
中
「
認
定
」
の
下
に
「
又
は
決
定
」
を
加
え
、
同
表
仙
南
保
健
所
長
、
塩
釜
保

健
所
長
、
大
崎
保
健
所
長
、
石
巻
保
健
所
長
及
び
気
仙
沼
保
健
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ル
中
「
第
十
五
条
の
二

の
四
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五

条
の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
の
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
出
納
局
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
中
「
、
履
行
延
期
の
特
約
等
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
登
録
、」

及
び
「
及
び
取
消
し
」
を
削
り
、
同
項
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
同
表
出
納
局
会

計
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

財
務
規
則
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
履
行
延
期
の
特
約
等
の
承
認

　

別
表
第
二
出
納
局
契
約
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

六　

物
品
の
取
得
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
の
登
録
及
び
そ
の
取
消
し

七　

建
設
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
に
係
る
調
査
、
測
量
又
は
設
計
の
委
託
に
係
る
競
争
入
札
参

加
資
格
を
有
す
る
者
の
登
録
及
び
そ
の
取
消
し

八　

建
設
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
の
登
録
及
び
そ
の

取
消
し

　

別
表
第
四
水
産
漁
港
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
三
号
チ
中
「
第
十
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
三
」
を
加
え

る
。

　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
十
五
号
中
「
ホ
、
ト
か
ら
ラ
ま
で
及
び
オ
」
を
「
ト
、
リ
か
ら
ウ
ま
で
及
び
ヤ
」
に
改
め
、
同
号
中
オ

を
ヤ
と
し
、
ネ
か
ら
ノ
ま
で
を
ラ
か
ら
ク
ま
で
と
し
、
同
号
ツ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
」

に
改
め
、
同
号
ツ
を
同
号
ナ
と
し
、
同
号
ソ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
号

ソ
を
同
号
ネ
と
し
、
同
号
レ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
号
レ
を
同
号
ツ
と

し
、
同
号
タ
中
「
第
十
五
条
の
二
の
四
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
号
中
タ
を
ソ
と
し
、
ホ
か
ら
ヨ
ま

で
を
ト
か
ら
レ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

産
業
廃
棄
物
の
事
業
場
の
外
に
お
け
る
保
管
に
係
る
届
出
の
受
理
（
第
十
二
条
）

　
　

ヘ　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
事
業
場
の
外
に
お
け
る
保
管
に
係
る
届
出
の
受
理
（
第
十
二
条
の
二
）
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農
林
水
産
部
長

　
　
　
　
　
　

農
林
水
産
政
策
室

　
　
　

農
林
水
産
政
策
室
長

　

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集

積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
（
食
品
関
連
産
業
等
活
性
化
基
本
計
画
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。）。

イ　

事
業
高
度
化
計
画
の
承
認
（
第
十
六
条
）

ロ　

事
業
高
度
化
計
画
の
変
更
の
承
認
及
び
承
認
の

取
消
し
（
第
十
七
条
）

ハ　

承
認
事
業
高
度
化
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
（
第
二
十
三
条
）



　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
十
五
号
ヤ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ　

管
理
票
交
付
者
の
報
告
書
の
受
理
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
八
条
の
二
十
九
）

　
　

ケ　

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
の
報
告
書
の
受
理
（
規
則
第
八
条
の
三
十
八
）

　

別
表
第
九
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
カ
中
「
ト
、
チ
及
び
ヲ
」
を
「
ニ
、
チ
、
リ
及

び
ワ
」
に
改
め
、
同
号
中
カ
を
ヨ
と
し
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
を
ヲ
か
ら
カ
ま
で
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改

め
、
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
ニ
か
ら
リ
ま
で
を
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

完
成
前
の
工
作
物
の
一
部
使
用
の
承
認
（
第
三
十
条
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第

二
号
、
同
表
各
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
及
び
同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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